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１．上位・関連計画 
(1)上位計画 

ア  第 12 次鳥取市総合計画（2026(令和 8) 年 4 月予定） 
計画期間 2026（令和 8）年度～2035（令和 17）年度 

めざす将来像 
一人ひとりが自分の力を発揮でき、支え合いながら 

ともに豊かに暮らせる鳥取市 
～オアシスとっとり～ 

まちづくりの理念 挑戦・協働・共生・誇り 

まちづくりを支える 
都市のかたち 

多極ネットワーク型コンパクトシティ 

  

基本構想 基本計画 

まちづくりの目標 政策 基本施策 

未来を創る人材を 
育み、ひとりひとり
が活躍するまち   

こども  結婚・出産・子育て支援 

教育・スポーツ 

 教育の充実・郷土愛の醸成 

 生涯学習の推進 

 スポーツ・レクリエーションの振興 

誰もが自分らしく 
暮らし 
続けることができる、 
持続可能な地域共生 
のまち 

福祉 

 社会保障制度の運営 

 超高齢社会に向けたまちづくりの推進 

 障がいのある人の自立支援 

保健・医療 
 健康づくり・疾病予防・介護予防の推進 

 保健衛生の推進と医療の確保 

人権・共生・協働 

 人権尊重社会の形成 

 男女共同参画社会の形成 

 地域福祉の推進 

 多文化共生のまちづくりの推進 

 協働のまちづくりの推進 

ひと、もの、ことが 
行きかい、 
にぎわいあふれる 
まち 

商工業・農林 
水産業 

 経営基盤の強化と雇用の創造・人材確保 

 工業の振興 

 商業の振興と販路拡大 

 農林水産業の振興 

移住定住・関係 
人口・観光 

 移住定住の推進と関係人口の拡大 

 滞在型観光の推進 

文化芸術・文化財 
 文化芸術によるまちづくりの推進 

 文化財の保存・整備による「まちづくり」資産の形成 

生活基盤・市街地 
・中山間地域・ 
交通 

 生活基盤の充実 

 中心市街地の活性化 

 魅力ある中山間地域の振興 

 交通ネットワークの充実 

豊かな自然と調和 
して、安全・安心に 
暮らせるまち 

防災・防犯 

 地域防災力の向上 

 防犯・交通安全対策の充実 

 安全・安心な消費生活の確保 

環境 
 循環型社会の形成 

 環境保全活動の推進 

   

計画推進における基本方針 

協働・連携の推進 スマートシティの推進 
効率的な行財政運営 

の推進 
戦略的な自治体経営 

の推進 
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(2)関連計画 
ア  第 3 期鳥取市環境基本計画（2024 年(令和 6) 年 5 月改定） 

目指す環境像 豊かな自然と快適な暮らしが調和した持続可能なまち鳥取市 

基本目標 目標 1 地球にやさしい脱炭素をめざしたまちづくり 

目標 2 資源を大切にする循環型まちづくり 

目標 3 誇れる自然と共生するまちづくり 

目標 4 暗線・安心で快適に暮らせるまちづくり 

目標 5 みんなでふるさとを引き継ぐまちづくり 

計画期間 令和 3（2021）年度から令和 12（2030）年度までの 10年間 

 

基本目標 1 地球にやさしい脱炭素をめざしたまちづくり 

再生可能エネルギー 

などの利用促進 

再生可能エネルギーなどの利用促進 

環境ビジネスなどの創出支援 

省エネルギーの推進 市民・事業者の省エネルギー活動に対する意識啓発 

脱炭素なまちづくり 

の推進 
二酸化炭素の吸収源の確保 

気候変動の影響に 

対する適応策の推進 

農林水産業の生産基盤の整備、維持保全 

災害に強いまちづくり 

基本目標 2 資源を大切にする循環型まちづくり 

ごみの発生・排出抑制 
リフューズ・リデュース・リユース施策の継続的な展開 

事業者との連携によるリデュース・リユースの推進 

リサイクルや再利用の促進 リサイクルの推進 

基本目標 ３ 誇れる自然と共生するまちづくり 

山林・農地の保全 
山林・農地の保全 

農地の保全 

生物多様性の確保 

野生生物の保護 

生息・生育環境の創造・保全 

外来生物対策の推進 

自然とのふれあいの確保 
自然とのふれあいの場の整備 

自然とのふれあい機会の創出 

基本目標 ４ 安全・安心で快適に暮らせるまちづくり 

良好な生活環境の確保 大気・水質・土壌環境の保全 

美しいまちなみの確保 景観・美観の保全 

基本目標 ５ みんなでふるさとを引き継ぐまちづくり 

環境学習・教育の充実 
学習の場や機会の提供 

人材の育成 

環境情報の効果的な提供 環境情報の提供と共有化の推進 

参加と協働の 

推進・活性化 

参加と協働の推進・活性化 

広域的な連携の推進 
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イ  第 4 期鳥取市中心市街地活性化基本計画（2025(令和 7) 年 8 月改定） 
テーマ 集い、つながる、とっとりのまち 山陰東部の都市核づくり 

基本的方針 誰もが豊かに暮らせるまち 

交流による活気のあるまち 

目標 若年層のまちなか暮らしの促進 

回遊・滞在による経済活力の向上 

地域資源等を活かした交流人口の拡大 

計画期間 令和 5年 4 月～令和 10年 3 月 

重点施策 鳥取駅周辺の多様な機能の拡充による賑わいの再生 

・ 平成３０年４月１日の中核市への移行とあわせて、「因幡・但馬麒麟のまち連携

中枢都市圏」を形成し、本市は中心市としての役割がより一層求められている。

その本市の玄関口となる鳥取駅周辺では、交通結節点機能の強化や商業、公共サ

ービス、交流、防災等のさまざまな機能の充実を図る。また、公共空間の利活用

を推進することで、新たな人の流れを創出し、賑わいを中心市街地全体へ波及さ

せる。 

地域資源等の活用による観光交流の促進 

・ 鳥取城跡周辺では、お堀端周辺の修景・景観保全の必要性を踏まえ、城跡の復元

整備、道路機能の拡充等を進めており、観光交流等による来街者の受け入れ態勢

や、城跡周辺の案内機能等の充実を図ることにより、観光エリアとしての魅力向

上を図る。 

・ ・あわせて中心市街地にある鳥取民藝や鳥取温泉、さらには個性ある店舗やま

ちで活躍する人々、周辺部にある鳥取砂丘など、鳥取らしさを活かした魅力を発

信することにより、中心市街地全体での集客力の向上を図る。 
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■緑化に関する事業一覧 

・ 鳥取駅周辺再整備検討・計画策定事業 
・ 風紋広場時計塔再整備事業 
・ 高架記念公園再整備事業 
・ 沢井手公園再整備事業 
・ 市道駅前太平線賑わい空間活用事業 
・ 桜のライトアップ・ぼんぼり点灯事業 

・ 鳥取城跡大手登城路復元整備事業 
・ 重要文化財仁風閣保存修理事業 
・ 袋川環境整備事業 
・ 鹿野街道賑わい創出事業 
・ 鳥取駅南口賑わい交流空間創出事業 
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ウ  農業振興地域整備基本方針（2022（令和 4）年 9 月） 
農業上の土地利用 

の方向 

農用地区域の利用の方針 

本地域の農業振興地域内農用地 8,307ｈａのうち、平坦地の田では、ほ

場整備がほぼ完了しており、認定農業者や集落営農組織等への利用集積お

よび、水稲を中心に麦、大豆、飼料作物、そば、菜種等のブロックローテ

ーションを推進するとともに、白ネギ、ブロッコリー等による田畑輪換、

畑作転換を推進する。 

畑についても灌漑施設がほぼ整備されており、主要作物のらっきょうに

加え、さつまいも、じゃがいも、アスパラガス、トマト等を主要な作物と

して推進する。 

中山間地においては、中山間地域等直接支払制度や多面的機能支払制度

を活用し、ほ場整備が完了している田を中心に平坦地の田と同様に利用を

推進するとともに、農地保全ならびに耕作放棄地対策を推進する。 
農業生産基盤の整備開

発計画 

農業生産基盤の整備及び開発の方向 

本地域における農用地区域 5,556ｈａのうち 3,900ｈａ、約 7 割でほ場

整備等の基盤整備が完了しており、平坦地のほ場整備はほぼ完了してい

る。 

大井手川を水源とする区域の内、県道 21 号線（鳥取鹿野倉吉線）以北は

恒常的な農業用水不足となっていることから、用水再編対策事業を利用し

効率的に用水を配分するための施設改修等を実施している。 

砂丘地では、既存整備の灌漑施設が老朽化しており、施設の更新を進め

る。 

中山間地においても農用地の荒廃防止を主目的に再生整備を進める。 
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エ  地域防災計画〔令和 6 年度修正〕（2025 年(令和 7 年)3 月 31 日現在） 
 

 
災害予防計画  

第 5 章 市街地等防災化計画  

第 3 節 都市施設の整備 

1．街路網の整備 

防災及び救急活動に対応できるよう、都市計画道路の新設及び拡幅整備を計画的に促進している。

市街地等における街路は単なる交通施設にとどまらず、消防活動・延焼防止等の防災空間等数多くの

機能をもつ施設であり、これらを適切に配置することにより、災害防止及び避難対策等の推進に努め

る。さらに、地域防災力の向上を図るため狭隘道路の拡幅やコミュニティ広場の整備に努める。 
2．公園・緑地等の公共空地 

市街地等における公園・緑地は日常における環境保全・レクリエーション利用・景観形成のみなら

ず、避難場所の確保、火災延焼防止等、防災上必要不可欠な施設であり市街地等の基盤施設として積極

的かつ計画的に防災空地の整備を促進する。中でも、都市の防災構造を強化し、避難場所、避難路等と

しての機能を有する都市公園の整備に努める。 
第 4 節 市街地等の再開発  

1．土地区画整理事業の推進 （土地区画整理法）  

都市計画区域内の土地については、公共施設の整備改善及び宅地利用増進を実施することにより、

既成市街地及びその周辺部において健全な市街地の形成を行い、また、道路・公園等の生活基盤施設の

整備を行うことにより、防災上安全なまちづくりを促進する。  
2．市街地再開発事業の推進 （都市再開発法）  

市街地において土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新をすることにより、火災予防・

公共空地の創出等災害危険度の低下を図る。 
 

第 7 章 インフラ等の予防計画 

第 2 節 海岸・河川 

3．親水公園 

県は急激な水位上昇の可能性のある市内の県管理河川の親水公園について、注意喚起看板を設置す

るとともに、このうち短時間で水位上昇が著しい又は、利用者が多い親水公園については回転灯及び

サイレン等による現地警報発令システムを整備し、水難事故防止体制を図る。 
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③因幡白兎景観形成重点区域 
「因幡の白うさぎの伝説」や「ハマナス自生南

限地」等で有名な白兎海岸を中心にして、沿道

海浜景観をつくり出している地域 

 

①久松山山系景観形成重点区域 
鳥取城跡などの歴史的・文化的景観形成資源

及び久松山山系と一体となって景観をつくり

出している地域 

 

②湖山池景観形成重点区域 

湖山池とその周辺を取りまく山並みとが一体

となって景観をつくり出している地域 

 

④鹿野城下町景観形成重点区域 
鹿野城下町の特長を踏まえながら祭りの

似合う和風の街なみ景観の整備・保存に積

極的に取り組んでいる地域 

 

N 

 

候補：鳥取駅周辺景観形成重点区域 

久松山山系景観形成重点区域に隣接する、

本市の顔となる鳥取駅周辺を中心とした

地域 

市役所 

景観形成重点区域 

景観計画区域（市域全域） 

 

オ  鳥取市景観計画（2026（令和 8）年 4 月）予定 
 
計画期間 令和 8（2026）年～ 

景観形成の目標 恵まれた自然環境と共生し、豊かな歴史・文化が息づく生活交流都市・とっと

り 

景観形成の 

基本方針 
方針-1 心やすらぎ、味わい豊かな自然景観の保全・育成 

方針-2 歴史・文化資源を活用した落ち着きと風格がある景観の形成 

方針-3 にぎわいとうるおいに富んだ街なみ景観の創造 

方針-4 まちの個性に彩られた美しい公共空間の形成 

方針-5 市民との協働による景観まちづくり 

景観計画による 

行為の制限 
【緑化】 

建築物の建築面積、工作物の造成面積を除いた敷地の 3％以上を緑化 

 
■景観計画区域と景観形成重点区域 

市域全域を景観法に基づく「景観計画区域」とし、市の骨格となる景観の保全や周辺との調和を重視

した景観形成を目指します。景観計画区域のうち、歴史・文化、自然等の特色が象徴的に現れ、良好な

景観の形成上、特に重要な地域である下図の４地域は、引き続き「景観形成重点区域」として位置付け

ます。また、上位・関連計画等や市民アンケート調査の結果から、今後再開発が期待される「鳥取駅周

辺地区」を景観形成重点区域の候補とします。 
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カ  鳥取県の流域治水プロジェクト 
 
気候変動による水害の激甚化・頻発化が予測されていること等を踏まえ，河川流域全体のあらゆ

る関係者（国・県・市町村等）が協働し、流域全体で水害を軽減させる対策「流域治水」への転換を

進めています。特に、流域全体で重点的に実施すべき流域対策の全体像を「流域治水プロジェクト」

として策定・公表しています。 
鳥取市では以下の 3 つのプロジェクトを策定しています。 

①千代川水系流域治水プロジェクト～流域の人々とともに因幡の治水対策を推進～ 
②塩見川・蒲生川外流域治水プロジェクト～あらゆる関係者により流域全体で行う「流域治水」～ 
③浜村川・勝部川外流域治水プロジェクトあらゆる関係者により流域全体で行う「流域治水」～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



参考資料 

 

参考資料-9 

 

 
 

 
  



参考資料 

 

参考資料-10 

 

 
 

 

 



参考資料 

 

参考資料-11 

２．市民アンケートについて 
(1)調査の概要 

調査の目的 鳥取市の緑の基本計画は、平成 20 年の策定から 15 年以上が経過しており、計画

改定にあたり広く市民の緑に対する意識や要望などを把握し、次期計画に反映さ

せることを目的とします。 

調査対象 16 歳以上の市民 1,000 人 

実施期間 令和 7（2025）年 10 月 24日（金）～ 令和 7（2025）年 11 月 3日（日） 

調査方法 郵送による調査票の配布・回収 

回収数 383人（回収率 38.3%） 

 
(2)調査結果 
 

■回答者について 

・ 回答者の年齢は「70 歳代」が最も多く 28.7％で、次いで「60 歳代」22.2％です。「16 歳以上 30

歳未満」が 7.8％でした。 

・ 住まいは、83.8％が「鳥取地域」でした。 

・ 緑への関心は、「関心がある」「少し関心がある」合計で 82.2％でした。 

 

【問 1 年齢】           【問 2 住まい】      【問 3 緑への関心】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16～19 歳

1.8%
20 歳代

6.0%

30 歳代

10.2%

40 歳代

13.8%

50 歳代

14.6%
60 歳代

22.2%

70歳以上

28.7%

無回答

2.6%

鳥取地域

83.8%

国府地域

2.9%

福部地域

0.3%

河原地域

3.1%

用瀬地域

1.8%

佐治地域

1.0%

気高地域

2.3%
鹿野地域

0.8%
青谷地域

1.6%

無回答

2.3%

関心がある

41.5%

少し関心がある

40.7%

あまり関心がない

12.8%

関心がない

2.6%
無回答

2.3%
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■鳥取市全体の緑について 

問 4 鳥取市全体の「緑」について、どのように感じていま

すか 

・ 「どちらでもない」が約半数 48.6％を占めています。 

・ 「満足している」「どちらかといえば満足」の合計は

35.3％で、「不満」「どちらかといえば不満」の合計は

14.6％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 5 鳥取市の緑は 10 年前と比較してどう思いますか 

・ 「変わらない」がもっとも多く 39.7％です。 

・ 「増えた」「少し増えた」の合計が 13.8％で、「減った」「や

や減った」と感じた合計は、22.4％で減ったと感じている人

が多いです。 

 

 

 

 

 

 

 

■あなたのお住まいの地域の緑について 

問 6 お住まいの周りの「緑の量（りょう）」についてどの

ように感じていますか 

・ 「ちょうどいい」が最も多く 47.5％です。 

・ 「量が多い」「どちらかといえば多い」の合計が 37.8％

で、「少ない」「どちらかといえば少ない」は、13.3％

でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

量が多い

16.7%

どちらかと

いえば多い

21.1%ちょうどいい

47.5%

どちらかといえ

ば少ない

11.2%

少ない

2.1%

無回答

1.3%

増えた

3.9%

少し増えた

9.9%

変わらない

39.7%
やや減った

16.4%

減った

6.0%

分からない

22.5%

無回答

1.6%

満足している

13.1%

どちらかといえば

満足

22.2%

どちらでもない

48.6%

どちらかといえば

不満

11.7%

不満

2.9%

無回答

1.6%

【満足している・どちらかといえば満足に関する理由】 

・山・森林・田畑に囲まれている（35 件） 
・公園・緑地・河川が充実している（25 件） 
・街路樹・道路沿いの緑が整備されている（15 件） 

 
【どちらかといえば不満・不満に関する理由】 

・緑の管理不足・雑草・荒廃地の増加（18 件） 
・公園・街路樹・植栽の整備不足 （13 件） 
・ソーラー設置・宅地開発による緑の減少（6 件）  
・緑はあるが質や配置に不満（6 件） 

【満足している・どちらかといえば満足に関する理由】 

・山・森林・田畑に囲まれている（58 件） 
・家庭や地域の庭木・植栽が豊富（19 件） 
・公園・緑地・河川が充実している（17 件） 

 
【どちらかといえば不満・不満に関する理由】 

・宅地化・都市化による緑の減少 （13 件） 
・公園・街路樹・並木道の緑が少ない（9 件） 
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問 7 お住まいの周りの「緑の質（しつ）」についてどのように感じ

ていますか 

・ 「どちらでもない」が最も多く 43.3％です。 

・ 「満足している」「どちらかといえば満足」の合計が 26.6％で、

「不満」「どちらかといえば不満」が 29.2％で若干であるが、

不満が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 8 お住まいの周りの緑について、どの項目に関連する緑が必要だ

と思いますか 

・ どれも 20％前後ではありますが、最も多いのは「景観に関する

緑」で 27.4％です。次いで、「防災に関する緑」24.3％、「環

境保全に関する緑」21.1％です。 

 

 

 

 

 

 

 

■緑の将来像について 

問 9 今後、鳥取市全体の緑について、どのようにしてい

くべきだと思いますか 

・ 「少なくとも現状を維持していく」59.3％で半数以

上となっています。 

・ 次いで「積極的に緑を増やしていく」の 18.8％でし

た。 

・ 「特に保全する必要はなく成り行きに任せる」が、

5.0％、「緑が減っても開発を優先させる」は、2.3％

でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

満足している

9.9%

どちらかとい

えば満足

16.7%

どちらでもない

43.3%

どちらかと

いえば不満

24.5%

不満

4.7%

無回答

0.8%

環境保全に

関する緑

21.1%

レクリエーション

に関する緑

19.8%

景観に関する緑

27.4%

防災に関する緑

24.3%

無回答

7.3%

積極的に緑を

増やしていく

18.8%

少なくとも現状を

維持していく

59.3%

特に保全する

必要はなく成り

行きに任せる

5.0%

緑が減っても開

発を優先させる

2.3%

わからない

4.2%

その他

4.7%

無回答

5.7%

【満足している・どちらかといえば満足に関する理由】 

・季節感・四季の変化を感じられる（35 件） 
・維持管理が行き届いている（21 件） 
・景観の美しさ・自然らしさ（14 件） 

【どちらかといえば不満・不満に関する理由】 
・維持管理不足・雑草・荒廃地の増加（46 件） 
・景観の美しさ・自然らしさの欠如（17 件） 
・公園・街路樹・緑地の整備不十分（13 件） 
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問 10鳥取市ではどの場所の緑を重点的に保全していくべきだと思いますか 

・ 最も多いのは「都市環境を保全する市街地内の緑」で 29.2％でした。次いで、「災害防止に寄与す

る斜面の緑」21.1％でした。 

・ 「お寺や神社の緑」「扇ノ山や鷲峰山、霊石山などの山々の緑」は、2.6％、4.2％と一定数見られ

ました。 

 

 

問 11緑の保全・創出はどのように進めるべきだと思いますか 

・ 最も多いのが「市民と行政が協力して進めていく」の 54.3％でした。次いで、「行政主導で進めて

いく」24.5％でした。 

・ 「民間主導で進め、行政は必要な支援を行う」は 7.0％、「特に必要がない」1.8％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2%

13.1%

29.2%

13.1%

10.2%

2.6%

21.1%

3.7%

2.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

扇ノ山や鷲峰山、霊石山などの山々の緑

久松山や稲葉山など市街地近郊の山々の緑

都市環境を保全する市街地内の緑

千代川や湖山池などの水辺の緑

貴重な動植物の生息・生育する緑

お寺や神社の緑

災害防止に寄与する斜面の緑

その他

無回答

24.5%

7.0%

54.3%

1.8%

8.6%

1.3%

2.3%

0.0% 15.0% 30.0% 45.0% 60.0%

行政主導で進めていく

民間主導で進め、行政は必要な支援を行う

市民と行政が協力して進めていく

特に必要がない

わからない

その他

無回答
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問 12あなたが参加、協力できそうな緑の創出・保全に関する活動はありますか【複数回答】 

・ 「自宅のベランダや庭を積極的に木や花で飾る」が最も多く 29.8％で、次いで「公園や河川、神社

境内等の清掃活動に参加」で 19.1％、「公園や道路、公民館などの美化活動に参加」15.7％、「緑

に関する基金などの募金に協力」が 14.0％でした。 

・ ルールづくりに対しては、「公園などの計画づくり・ルールづくりに参加」が 3.9％、「住民同士

で相談して宅地内の緑化のルールをつくる」2.4％と一定数見られました。 

 

 

 

■公園について 

問 13公園をどのぐらいの頻度で利用しますか 

・ 「年に数回程度」が最も多く 43.1％、次いで「利

用しない」32.9％で合わせて 76.0％が公園をほ

とんど利用していません。 

・ 「週に 1 回程度」「週に 2 回以上」「ほとんど

毎日」利用する方は、9.2％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほとんど毎日

1.6%
週に2 回以上

3.4%

週に1 回程度

4.2%

月に2～3 回程度

12.5%

年に数回程度

43.1%

利用しない

32.9%

無回答

2.3%

29.8%

19.1%

15.7%

14.0%

4.3%

5.7%

3.9%

2.4%

2.8%

2.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

自宅のベランダや庭を積極的に木や花で飾る

公園や河川、神社境内等の清掃活動に参加

公園や道路、公民館などの

美化活動（花植えなど）に参加

緑に関する基金などの募金に協力

自宅の屋上や壁面の緑化、

市民小菜園での農業活動に参加

森林や自然環境を保全するボランティア活動に参加

公園などの計画づくり・ルールづくりに参加

住民同士で相談して宅地内の緑化のルールをつくる

地域の活動団体などに参加して積極的に活動したい

その他
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問 14あなたのお住まいの地域の公園までの距離や施設内容などについて、満足していますか 

・ 公園までの距離は「満足」「やや満足」合計して 50.1％で半数以上でした。 

・ 公園の大きさについては「普通」が最も多く 35.5％で、「満足」26.9％、「やや満足」13.3％で満

足の合計は 40.2％でした。 

・ 遊具などの施設は「満足」合計 22.8％、「不満」合計 29.8％と不満が少し高いです。 

・ 屋根やベンチなどの休憩施設は「不満」合計 45.4％と半数近い数字になっています。 

・ 公園の安全は、「満足」合計 25.8％、「不満」合計 21.9％でした。 

・ 清掃や植木の管理も同様に「満足」合計 28.2％、「不満」合計 28.0％でした。 

 

【公園までの距離】            【公園の大きさ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【遊具などの施設】        【屋根やベンチなどの休憩施設】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【公園の安全さ】           【清掃や植木の管理】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

満足

37.6%

やや満足

12.5%

普通

31.1%

やや不満

7.6%

不満

6.0%

無回答

5.2%

満足

26.9%

やや満足

13.3%普通

35.5%

やや不満

12.3%

不満

6.0%

無回答

6.0%

満足

14.4%

やや満足

8.4%

普通

40.5%

やや不満

19.6%

不満

10.2%

無回答

7.0%

満足

8.6%

やや満足

9.9%

普通

30.0%やや不満

30.3%

不満

15.1%

無回答

6.0%

満足

12.5%

やや満足

13.3%

普通

46.2%

やや不満

13.3%

不満

8.6%

無回答

6.0% 満足

15.1%

やや満足

13.1%

普通

38.1%

やや不満

18.3%

不満

9.7%

無回答

5.7%
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問 15公園の維持・管理のあり方について、どのようにしていくことが望ましいと思いますか 

・ 最も多いのは公共的な施設なので市がきちんと管理すべき」で 58.7％でした。 

・ 「町内会などの団体にお願いして管理を任せるべき」「みんなで利用する施設なので、すべての人

が進んで管理すべき」もそれぞれ 10％以上みられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自由意見  

総括 

・ 市民生活における「緑」の重要性を認識しつつも、現状の維持管理や利用環境に対する具体的な

改善要望が多数を占める結果となりました。最も意見が集中したのは「公園・広場」に関してで、

遊具の老朽化・不足、トイレやベンチなど設備の整備、雑草対策や清掃といった維持管理の徹底

を求める声が多く見られました。特に、子どもから高齢者までが安心して快適に利用できる環境

づくりが強く期待されています。また、利用を促進するためのイベント開催や、公園の魅力向上

を求める意見も目立ちました。次に「街路樹・並木」については、景観形成への一定の評価があ

る一方で、落ち葉清掃の負担軽減、剪定の強化、虫対策など、市民生活に直結する具体的な管理

面での課題解決を求める声が顕著でした。 

・ その他、「住宅・建物の緑化」では、助成や情報提供による緑化推進が求められており、「自然

林・森林」では、散策路や登山道の整備、環境教育への活用といった要望がありました。全体と

して、市民は緑を生活の一部として捉えており、今後は単なる緑化の推進だけでなく、整備され

た緑地の質の向上と、市民の負担とならない適切な維持管理が、新たな基本計画における重要な

課題となることが示唆されます。 

 

  

58.7%

11.0%

17.0%

5.5%

0.8%

3.7%

3.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

公共的な施設なので

市がきちんと管理すべき

町内会などの団体にお願いして

管理を任せるべき

みんなで利用する施設なので、

すべての人が進んで管理すべき

ボランティアを募って

管理してもらうべき

特に管理する必要はない

その他

無回答
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■キーワード別の主な意見 

キーワード 要点 

公園・広場の 

整備と 

維持管理 

公園・広場に関する意見は、老朽化対策と利用環境の改善に集中しています。市民

からは、遊具が古く種類も少ないため、子どもたちが安全に多様な遊びを楽しめる

よう、遊具の更新や増設が強く求められています。また、利用者が快適に過ごすた

めのトイレ、ベンチ、日よけ施設などの設備の整備要望が目立ちます。さらに、雑

草の繁茂やゴミの放置に対する不満が多く、市による定期的な清掃と維持管理の

徹底が強く望まれています。公園が多世代の憩いの場、健康づくりの場として機能

するため、イベントの開催やウォーキングコースの整備など、利用促進に繋がる施

策への期待も高いです。 

街路樹・ 

並木の 

維持管理 

街路樹・並木については、管理の負担軽減と安全性の確保が主な課題です。特に、

落葉の時期に清掃が住民個人の大きな負担となっているため、市による回収体制

の強化や、より落葉の少ない樹種への変更といった根本的な対策が求められてい

ます。また、樹木が大きくなりすぎて交通の見通しが悪化したり、電線にかかった

りしている箇所への指摘があり、適切な時期に適切な剪定を行い、景観と安全性を

両立させる管理が望まれています。同時に、毛虫などの害虫発生への迅速な対応

や、病害対策も重要な要望事項となっています。 

緑化の推進 市民は、自宅や事業所といった私有地における緑化への意欲が高い一方、そのため

の具体的な支援を求めています。特に、生垣やベランダ・屋上緑化など、都市生活

の中で緑を増やす取り組みに対して、助成金制度の創設または拡充が強く要望さ

れています。また、「どのように緑化すれば良いかわからない」という声も多く、

緑化に関する専門家による情報提供やアドバイス、講習会の開催といったソフト

面でのサポートの強化も期待されています。これにより、市民や事業者が主体的に

緑化を推進できる環境を整備することが重要視されています。 

自然林・ 

森林の 

整備と 

維持管理 

鳥取市内の自然林や森林資源については、市民が安全かつ手軽に利用できる環境

の整備が中心的な要望です。具体的には、遊歩道や散策路、登山道の整備と安全確

認を定期的に行い、健康づくりやリフレッシュの場として活用しやすくすること

が求められています。また、自然に親しむための体験活動や環境学習の場として森

林を活用することへの期待が高く、次世代への環境教育の機会創出が望まれてい

ます。一方で、放置されている竹林の整備や間伐材の適切な活用など、森林の健全

な維持管理に関する具体的な対策も要望事項に挙げられています。 

緑地等の 

維持管理 

このテーマは、個別の緑地（公園、街路樹など）を超えた緑地管理体制全般に関す

る意見を集約したものです。市民は、せっかく整備された緑地の「質」が維持され

ていない現状に不満を感じており、その根本原因として予算と人員の不足を指摘

しています。そのため、緑地維持管理に関する予算の増額と専門知識を持つ人材の

確保を求め、長期的に質の高い管理が継続できる体制づくりを要望しています。ま

た、行政による管理と市民による管理（ボランティアなど）の役割分担を明確化し、

市民の協力を促す仕組みづくりも必要とされています。 
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■年代別の主な意見 

 
  

キーワード 20〜40代 50〜60代 70 代以上 

公園・広場の 

整備と 

維持管理 

子どもの遊び場としての

機能と安全性を最優先。

遊具の老朽化・不足の改

善、トイレ・授乳室などの

設備の充実、ボール遊び

ができる広場の確保、虫

対策といった実用的な要

望が集中。 

運動・健康づくりの場と

しての利用を重視。ウォ

ーキングコースの整備

や、緑の中での休憩スペ

ース（ベンチ）の充実。ま

た、雑草対策や管理体制

の徹底を求める声も多

い。 

憩いの場としての快適性

を重視。ベンチの設置、日

陰となる樹木の整備、そ

して清掃や衛生管理の徹

底を求める。安全に散歩・

休憩ができる環境への要

望が強い。 

街路樹・ 

並木の 

維持管理 

虫害（毛虫など）対策や、

樹木が大きくなりすぎる

ことによる交通の見通し

の悪化といった生活上の

安全・衛生面に関する指

摘が多い。 

景観の維持と剪定の強化

に関する要望が多い。都

市の顔としての街路樹の

価値を認識しつつ、管理

の徹底を求める。 

落ち葉清掃の負担軽減に

関する切実な訴えが集

中。市による落ち葉の回

収強化や、清掃に対する

支援を求める声が特に目

立つ。 

緑化の推進 ベランダや屋上緑化とい

った限られたスペースで

の緑化に意欲が高く、助

成金制度や具体的な技

術・情報提供を求める。 

生垣や庭の緑化に対する

補助制度の充実を求め

る。また、企業や事業所に

対する緑化への働きかけ

も重要視する。 

手入れが容易な緑化方法

や、簡単な相談窓口の設

置を要望。高齢者でも無

理なく続けられる緑化支

援策へのニーズがある。 

自然林・ 

森林の 

整備と 

維持管理 

子ども向けの自然体験プ

ログラムや、環境教育の

場としての森林活用を求

める。安全に利用できる

林道・遊歩道の整備も要

望。 

ハイキングや登山を目的

とした登山道・散策路の

整備と、危険箇所のない

安全管理を求める。放置

竹林など管理上の課題解

決も要望。 

気軽に利用できる自然公

園や、ウォーキングに適

した平坦な散策路の整備

を求める。自然の中で健

康維持を図りたいという

ニーズが強い。 

緑地等の 

維持管理 

ボランティアや地域協働

といった新しい管理手法

に関する意見が見られ

る。緑地の多角的な活用

と合わせた管理効率化を

期待。 

行政の管理体制の強化

と、予算・人員の確保を最

も強く求める。緑地の荒

廃を防ぐための継続的な

投資が必要であると指

摘。 

清掃や美化活動の徹底を

具体的に要望。日々の管

理が十分でない現状への

不満が多く、日常的な手

入れが行き届くよう体制

強化を求める。 
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■地域別の主な意見 

地域 要点 

鳥取地域 都市生活における緑の「質の維持」と「管理負担の軽減」に焦点。 

 街路樹の落ち葉清掃負担に対する行政による支援強化が最も切実。大規模公園の遊具

老朽化やトイレ・休憩所などの設備改善、衛生管理の徹底。都市型緑化（ベランダ、屋

上）を推進するための助成制度の創設。管理体制の強化と、維持管理予算の重点的な確

保。 
国府地域 身近な里山の保全と、地域の生活環境を脅かす管理課題への対応。 

 放置竹林の整備や、森林内の散策路・遊歩道の安全確保。地域公園の雑草対策や、日

常的な清掃が行き届くよう管理体制の改善。農業用水路周辺や集落内の緑地の管理に関

する住民との連携強化。 

河原地域 河川環境との調和を図りつつ、地域住民の憩いと利便性を向上させること。 

 河川敷や親水空間の整備と、安全で利用しやすい散策路の確保。小規模な緑地や公園

の老朽化した遊具・設備の改善。地域住民が主体となる美化活動への資材支援や補助の

強化。 

用瀬地域 豊かな山林資源の安全な利用と保全に直結する課題解決。 

 登山道やハイキングコースの整備と、危険箇所のない安全管理の徹底。森林資源の活

用（間伐材など）に向けた取り組みへの支援。地域の生活道路沿いの樹木による見通し

不良や、倒木の危険性に対する剪定・伐採。 

佐治地域 山間部の自然景観と生態系の維持への関心が高く、管理の担い手不足への対応。 

 貴重な自然林の保全と、環境教育の場としての活用。鳥獣害対策と連携した、山林・

緑地の管理体制の構築。地域住民が高齢化しているため、草刈りや清掃を支援する仕組

みづくり。 

気高地域 海岸線や漁港周辺の景観美化と、観光地としての魅力向上を意識した管理。 

 海岸沿いの公園や緑地の維持管理の徹底と美化。海水浴場周辺の緑地におけるトイ

レ、休憩所などの観光利用設備の改善。地域内の主要道路沿いの花や緑の植栽による景

観向上の推進。 

鹿野地域 城下町の歴史的景観との調和と、住民生活に密着した緑地の改善。 

 歴史的景観を損なわないような街路樹の剪定方法の検討。地域の憩いの場である公

園・広場の設備老朽化対策と雑草対策。住民による生垣などの伝統的な緑化への支援と

情報提供。 

青谷地域 自然資源の保全と地域コミュニティが利用する施設の改善。 

 自然学習の場としての里山や海岸林の整備と保全。地域住民が利用する集落内の公

園・広場の遊具の更新と安全性確保。地域ボランティアによる緑地管理への市からの資

材提供や活動補助の充実。 

 

 

 

  



参考資料 

 

参考資料-21 

(3)調査票 
 

 
  



参考資料 

 

参考資料-22 

 

  



参考資料 

 

参考資料-23 

 

  



参考資料 

 

参考資料-24 

 

  



参考資料 

 

参考資料-25 

 

  



参考資料 

 

参考資料-26 

 

 
 
  



参考資料 

 

参考資料-27 

３．緑の現況（参考資料） 
(1)市内の緑の現況 

ア  緑被率 
「JAXA 高解像度土地利用土地被覆図（日本域 10ｍ解像度）」のオープデータより、本市の市

街化区域における 2024 年の緑被率は 11.8％となっています。（2024 年の全国の緑被率は非公表） 
なお、2018-2020 年データによる全国の市街化区域等全体における緑被率は約 23％、同様の算

出方法による本市の市街化区域における緑被率は約 19％になります。 
参考までに「2006-2010 年データ」を用いた全国の市街化区域等全体における緑被率は 28.5％

であり、「2006-2010 年データ」と「2018-2020 年データ」とでは用いた衛星データ等が異なるた

め、単純比較はできません。 
 

■緑被率 

対象年代 

市街化区域 中心市街地 全国平均 比較可否 

区域面積 緑被地面積 緑被率 区域面積 緑被地面積 緑被率  
 

(ha） (ha） （％） (ha） (ha） （％） （％） 

2018-

2020 
3,126 578.79 18.52 210 15.47 7.37 23.20% 

集計方法異なる 

ため比較不能 

         

2020 3,126 318.50 10.19 210 7.14 3.40 非公表 
2024と同じ集計

のため比較可能 

2024 3,126 368.42 11.79 210 8.71 4.15 非公表 
2020と同じ集計

のため比較可能 

資料：JAXA高解像度土地利用土地被覆図(日本域 10m解像度)より、 

令和 7年現在の市街化区域及び中心市街地内の緑被地について、GISを用いて算出 
 

撮影時期は、雲の有無や土地の種類を判別するため、年に数回撮影されたものを合成処理され

ています。また、「2018-2020 年データ」は各期間の特定時点ではなく平均的な状況を表したもの

です。 
「10ｍ解像度」とは 1 ピクセル（画素）が、地上で約 10ｍ四方の範囲を表していることを意味

し、地目は「水田、畑、草地、樹林地、竹林」を緑被地としてカウントするため、10ｍメッシュ

内に最も多くの面積を占めるものを代表地目として算定されています。 
地目の判定は、「渡邊敬史、岩本英之、金甫炫ら（2023）.オープンデータを用いた緑被率及び

グリーンインフラの機能評価に関する調査研究.応用生態工学会」を参考に国が作成しています。 
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■JAXA高解像度土地利用土地被覆図（2018-2020年データ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■町丁字別緑被率図（2018-2020年データ） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料： JAXA高解像度土地利用土地被覆図(日本域 10m解像度)、国勢調査の町丁字より算定  

◎ 市役所 

 

久松山 

町丁字別の緑被率 

 
裸
地
以
外
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緑
被
地
と
定
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美萩野 

本高・北村 

津ノ井・桂木 
南栄町・広岡 

若葉台 

鳥取駅 
◎ 
市役所 

イ  農地・山林等現況 
令和 5 年度における市街化区域内農地は 101.4ha、山林は 106.5ha であり、市街化区域に

占める両者の割合はわずか 7％程度である。水面、その他の自然地の 172.7ha を加えても 12％
であり、ほとんどが宅地、道路等の都市的土地利用となっています。 

 
  ■市街化区域内の農地山林現況図 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：令和 5 年度 都市計画基礎調査 土地利用現況図より抽出  

凡例 

農地 

山林 

その他自然地 

公共空地 

道路用地 

交通施設用地 
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ウ  河川 
鳥取市には、鳥取県三大河川の一つである一級河川千代川が流れているほか、複数の支流や準用

河川、普通河川が市域内に存在します。千代川は、鳥取県東部を代表する河川で、流域の自然環境

や歴史・文化・防災など様々な役割を果たしています。 
千代川のほか、勝部川や蒲生川、塩見川、浜村川、河内川など二級河川や普通河川が点在してお

り、水田・生活環境・自然景観など多様な地域資源を支えています。 
これらの河川は、洪水対策や水質保全、生態系保護、さらには市民の憩いの場として重要な役割

を担っています。さらに、準用河川・普通河川も多く、住宅地や農村地帯、海岸部まで流域が広がっ

ており、鳥取市の自然的・社会的特徴を形づくる重要な要素です。 
 

■鳥取市の主な河川 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エ  名水 
鳥取市の名水は、地域の生活環境や文化を支え、自然の豊かさを示す重要な資源です。特に「布

勢の清水」は、全国的にも評価される名水であり、地域住民の暮らしや歴史、自然保護活動と密接

に結びついています。 
区分 番号 名称 所在地 形態 

暮らしの中の泉 
1 布勢の清水 気高町殿 湧水 

2 お地蔵さんの水 気高町睦逢 湧水 

ふれあいの水辺 

3 多鯰ケ池 浜坂福部町湯山 湖沼 

4 千代川(用瀬町水域） 用瀬町 河川 

5 山王滝水域 佐治町中 河川 

ふるさとの渓流 

6 雨滝渓谷 国府町雨滝 河川 

7 三滝渓 河原町北村 河川 

8 不動谷川流域 青谷町田原谷 河川 

9 赤波川渓谷おう穴群 用瀬町赤波 河川 

資料：市勢要覧  

水系 No. 河川名 No. 河川名 No. 河川名 水系 No. 河川名 水系 No. 河川名
千代川 1 千代川 19 石井谷川 57 赤波川 塩見川 410 塩見川 浜村川 426 浜村川

2 湖山川 20 十王川 58 佐治川 411 駟馳山川 427 旧永江川
3 晩稲川 21 大路川 59 安蔵川 412 日津川 428 勝谷川
4 三山口川 22 清水川 60 中津美川 413 箭渓川 489 勝見川
5 野坂川 23 砂田川 74 北川 414 江川 永江川 498 永江川
6 袋川 24 有富川 75 下味野清水川 415 蔵見川 勝部川 429 勝部川
7 新袋川 25 砂見川 76 ワサビ谷川 溝川 416 溝川 430 日置川
8 湯所川 26 八東川 77 北谷川 417 逆川 431 蔵内川
9 摩尼川 47 三谷川 78 呑谷川 488 逆川放水路 432 山田川

10 円護寺川 48 大井手川 79 砂田川放水路 内海川 418 内海川 433 八葉寺川
11 狐川 49 長瀬川 80 西ケ谷川 河内川 419 河内川 434 今西川
12 山白川 50 旧長瀬川 81 西ケ谷奥川 420 河田川 499 露谷川
13 天神川 51 谷一木川 82 香取川 421 末用川
14 美歎川 52 猪ノ子川 83 洞ノ川 422 水谷川
15 高岡川 53 曳田川 84 旧千代川 423 中川
16 上地川 54 小河内川 85 旧三谷川 424 滑石川
17 神護川 55 宇戸川 86 古神護川 425 佐谷川
18 大石川 56 大智谷川 87 中瀬川

2級河川1級河川
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オ  街路樹の整備状況 
市内の国道及び県道や主要な市道では街路樹が植栽されています。主な樹種は、クスノキ、サ

クラ、ケヤキ、イチョウなどとなっています。 
都市での道路緑化は快適な生活環境や緑のネットワークの形成などにおいて不可欠です。本市

では幹線道路を中心に街路樹の植栽に努めています。 
整備を行うためには周辺の住民の協力や維持管理に関する費用等の問題がありますが、点在す

る緑地を繋げ、日常生活における快適な道路環境を確保し、都市の風致や景観を形成するために、

計画的に推進していく必要があります。 
 

街路樹の整備が進んでいる道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国道 29 号               鳥取駅南 

 

カ  植生 
（ｱ） 照葉樹帯域 

標高400～500mあたりまで、タブノキ、スダジイ、シラカシなどの照葉樹が見られますが、

ほとんどの地域で人の手が入り、住宅地、農林業地として利用され、自然林は神社の森や急傾

斜地などにわずかに残っているにすぎません。 

沿岸には、千代川の河口を中心に海岸砂丘が発達し、特に、鳥取砂丘には幅1.2kmに及ぶ砂

丘が保全され、ハマゴウ、ウンラン、コウボウムギなど多様な砂丘植物が見られますが、砂の

移動が止まり、帰化植物の進入など草原化が進んでいます。 

（ｲ） ブナ帯域 
標高500m以上がブナ帯域となりますが、大半がスギやヒノキの植林地やアカマツ、クヌギ、

コナラなどの二次林となっています。 

河原町から佐治町にかけての三国山塊や国府町の扇ノ山の一部には、かなりの規模のブナ林

が残っています。 
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キ  すぐれた自然（植物） 
鳥取県自然環境調査研究会の調査（平成３年）結果より、本市におけるすぐれた自然のう

ち、植物について以下に示します。 

 

（ｱ） 森林 
名 称 位 置 選定の理由 

雨滝周辺の自然林 国府町雨滝 渓谷林とブナ林 

扇ノ山のブナ林 国府町上地ほか 鳥取県東縁部のブナ林 

合せヶ谷スリバチの 

クロマツ林 
浜坂 鳥取砂丘地内凹地の歴史的クロマツ自然林 

久松山の城跡自然林 東町ほか 
アラカシなど特異種を含むスダジイ林および 

タブノキ林 

船磯のスダジイ林 気高町八束水 スダジイの大木が多い海岸急斜面の照葉樹林 

青谷町飯盛山のブナ林 青谷町桑原 低標高山地に発達する貴重な冷温帯自然林 

鷲峯山のブナ林 鹿野町鷲峯ほか 植物相が豊富なブナ林 

三滝渓の渓谷林 河原町北村 冷温帯渓谷林とブナ林 

高鉢山・北谷の自然林 佐治町尾際 原生的自然林としてのブナ林と渓谷林 

山王滝周辺の自然林 佐治町中ほか 
暖帯常緑樹林帯・冷温帯落葉広葉樹林の移行帯的自然

林 

三国山のブナ林 佐治町中ほか 自然維持林に指定されたブナ林 

 
（ｲ） 低木林・草原 

名 称 位 置 選定の理由 

鳥取砂丘の植生 浜坂ほか 日本最大規模の海岸砂丘における砂丘植生 

八本越三原台の 

ススキ草原 
佐治町余戸 中国脊梁山地直下の高原に広がる特異なススキ草原 

 
（ｳ） 生物多様性保全上重要な里地里山（環境省 略称「重要里地里山」） 

名 称 位 置 選定の理由 

三原台生 佐治町 
・多様で優れた二次的自然環境を有する 

・里地里山に特有で多様な野生動植物が生息・生育する 

 
（ｴ） 湿原・湿地林 

名 称 位 置 選定の理由 

菅野湿原 国府町菅野 
低標高地のミズゴケ湿原 

(県指定天然記念物、県自然環境保全地域) 

波多ノ台(黒岩高原)の草原 
用瀬町江波 

ほか 
ミズゴケ湿原のあるススキ草原 

 
（ｵ） 貴重植物群生地 

名 称 位 置 選定の理由 

布勢平神社の 

バイカモ水生群落 
気高町殿 

冷涼な湧水池の水生植物群落 

(県自然環境保全地域) 
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（ｶ） 社叢 
名 称 位 置 選定の理由 

坂谷神社社叢 

(さかだに) 
福部町架谷 

スダジイが優占する自然度の高い照葉樹林(県指定

天然記念物） 

南田神社社叢 

(のうだ) 
福部町南田 スダジイーカシ型の照葉樹林 

多鯰ケ池の弁財天社叢 

(たねがいけのべんざいてん) 
福部町湯山 

小規模であるが、砂丘の歴史に関わる自然度の高

いスダジイ林 

高岡神社社叢 

(たかおか) 
国府町高岡 

ヤブツバキおよびスダジイの照葉樹林 

(県指定天然記念物） 

宇部神社社叢 

(うべ) 
国府町宮下 

比較的に希少なシラカシ林を主体とするすぐれた

照葉樹林 

椎谷神社社叢 

(しいだに) 
覚寺 ホソバオオアリドオシの群生するスダジイ林 

樗谿神社社叢 

(おうちだに) 
上町 

大規模なスダジイ林と特異なモミ林 

(市指定天然記念物） 

大野見宿禰命神社社叢 

(おおのみすくねのみこと) 
徳尾 

低地残丘のすぐれた照葉樹林 

(国指定天然記念物） 

倉田八幡宮社叢 馬場 
平野部低湿地の代表的照葉樹林 

(国指定天然記念物） 

意上奴神社社叢 

(いがみぬ) 
香取 

巨木の多い多彩な林相の県下最大規模の照葉樹林 

(県指定天然記念物・県自然環境保全地域） 

伏野神社社叢 伏野 クロキの多い海岸地域照葉樹林 

白兎神社社叢 白兎 
白兎伝説にまつわる海岸地域照葉樹林 

(国指定天然記念物） 

御熊神社社叢 

（みくま） 
御熊 巨木の多いタブノキーシラカシ照葉樹林 

矢矯神社社叢 

（やはぎ） 
矢矯 

タブノキとウラジロガシの巨木が多い照葉樹林

（県指定天然記念物） 

松上神社社叢 

（まつがみ） 
松上 

天然記念物のサカキ樹林を含む広域自然林 

(国指定天然記念物・県自然環境保全地域） 

権現の森 

（高山神社社叢） 
河原町北村 

移行帯林として落葉紅葉樹林帯要素が混生する照

葉樹林(県自然環境保全地域） 

犬山神社社叢 用瀬町宮原 
希少種のイヌブナやツクバネガシが生有する照葉

樹林(県指定天然記念物） 

金山神社社叢 佐治町余戸 山地型の代表的な照葉樹林 

相屋神社社叢 青谷町青谷 
スダジイの大木が多く典型的な照葉樹林 

(県指定天然記念物） 

鷲峯神社社叢 

（じゅうぼう） 
鹿野町鷲峯 スダジイが主体のすぐれた照葉樹林 

茂宇気神社社叢 

（もうけ） 
鹿野町河内 

カゴノキやウラジロガシなどの巨木が多いすぐれ

た照葉樹林(県自然環境保全地域） 
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（ｷ） 樹木の保存（名木・古木の指定） 
本市では、鳥取市自然保護及び環境保全条例*1により、良好な自然環境の確保と地域の美観

風致を維持することを目的に指定保存樹木（名木・古木）を制定し、現在までに23箇所を指定

しています。これらは、後世に残していく大切な緑地として保全していくことが必要です。 
 

名木・古木 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■鳥取市の名木・古木一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：生活環境課（令和 6年 4 月 1日現在） 

 

 

 
1
 鳥取市自然保護及び環境保全条例：市民が健康で快適な生活を営むため、自然の保護と生活環境の保全に関し

必要な事項を定め、市、市民及び事業者が協力し、一体となって現在及び将来における良好な環境の確保に努

め、自然に恵まれたうるおいあるまちづくりに寄与することを目的とする。 

玉屋神社の大杉 卯垣神社社叢 

神社のケヤキ 

番
号

名称 樹種
指定時樹齢

（年）
樹高

（ｍ）
本数

（本）
所有者 所在地 指定年度

1 男松・女松 マツ 350 4～5 2 真教寺 戎町506 昭和53
2 八幡宮参道松並木 マツ 320以上 - 8 倉田八幡宮 馬場299 〃
3 賀露神社社叢 マツ 400～500 22～29 - 賀露神社 賀露町北一丁目21-3 〃
4 下味野神社の榎 エノキ 460 17.8 1 下味野神社 下味野161-2 〃
5 河内神社社叢 カゴノキ 200～300 25 - 河内神社 河内298 〃
6 浄源寺のモッコク モッコク 200 10 1 浄源寺 上原271 〃

7 梨の親木 ナシ 100 2 3
鳥取県農業協同
組合連合会

桂見403-3 〃

8 聖神社社叢
イチョウ
ケヤキ

290以上
28
26

- 聖神社 行徳二丁目705 〃

9 長田神社のケヤキ ケヤキ 250以上 27 1 長田神社 東町一丁目101 〃
10 国安稲荷神社のシイシイ 500 12 1 国安稲荷神社 国安20 〃

11 卯垣神社社叢
シイ
スギ

1000
13
34

- 卯垣神社 卯垣一丁目224 〃

12 八幡宮社叢 ケヤキ 約470 15～17 - 八幡宮 古海41 〃

13 渡辺家の藤と椎の木
フジ
スダジイ

100以上 8 各1 渡辺節雄 越路635 昭和62

14
正福寺の銀杏と
五葉の松

イチョウ
ヒメコマツ

700以上
400以上

29.6
30

各1 正福寺 河内460 〃

15 玉屋神社の大杉 スギ 約800 約25 1 玉屋神社 上味野 〃
16 甲山神社のタブノキタブノキ 300～350 11.5 1 甲山神社 里仁 〃

17
奈佐日本之助の墓
のタブノキ

タブノキ 400以上 9.2 1 浜坂村中持 浜坂 〃

18 天然庵のイヌマキ イヌマキ 約400 10 1 円護寺村中持 円護寺 〃
19 安長堤防林 タブノキ他 - - - 鳥取市 安長 　平成4
20 一里松 マツ 約150 10 2 浜坂神社 浜坂 平成13
21 二ノ丸の黒松 マツ 約400 20 1 鳥取市 鹿野町鹿野884 平成18
22 幸盛寺の大銀杏 イチョウ 400以上 34 1 幸盛寺 鹿野町鹿野1306 〃
23 南田神社社叢 スダジイ他 - - - 福部町南田部落 福部町南田234 〃
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ク  すぐれた自然（動物） 
鳥取県自然環境調査研究会の調査（平成３年）結果より、本市におけるすぐれた自然のうち、

動物を以下に示します。 

（ｱ） 重要生息地域 
名 称 位 置 選定の理由 

扇ノ山・雨滝・広留野 

・河合谷高原 
国府町雨滝ほか 

豊富な動物相、山地性希少動物の分布、環境省(1991) 

絶滅危惧種などの重要生息地 

那岐山とその周辺の山地(波多

ノ台・篭山・牛臥山） 
用瀬町屋住ほか 

山地草原性昆虫類、亜高山性の鳥類の生息地として、

また、数種の森林性の動物の交雑帯あるいは分布境

界が集中して見られる地域として重要 

鳥取砂丘 浜坂ほか 砂丘に特徴的な動物が生存 

久松山とその一帯 東町ほか 
各種の動物の生息地として貴重な地域 

繁殖地・渡来地など生態的にすぐれている地域 

高鉢山・高山・ 三滝渓 河原町北村ほか 山地性動物・南方系動物の分布、豊富な動物相 

水尻池 気高町奥沢見 
オオハクチョウなどの渡来越冬地およびカモ類など

の生息地 

鷲峯山 鹿野町鷲峯ほか 貴重な種を含む各種の動物(イヌワシ他)の生息地 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

イソコモリグモ    カワラハンミョウ   キマダラルリツバメ    オオサンショウウオ 

（絶滅危惧Ⅱ類）    （絶滅危惧Ⅱ類）    (国指定天然記念物)    （特別天然記念物） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

オオルリ（鳥取市の鳥）     イヌワシ（特別天然記念物）        コウノトリ 

 

ケ  生物多様性を脅かす外来種 
人間の手によって持ち込まれた外来生物（外来種）が、人間の管理下から逸脱し野生化（侵

入・定着）することで様々な影響が出ていることが問題になっています。 

 

■特定外来種 

 

 

 

 
 

 

 

 

オオクチバス（ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞｽ）     ヌートリア         オオキンケイギク  
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コ  法適用現況 
本市には、優れた自然を保護するため、農振法、森林法のほか、自然環境保全法、自然公園法、

鳥取県及び本市の条例等により指定されている地域があります。 
 

（ｱ） 鳥取市自然保護及び環境保全条例による指定 
①自然緑地保護地区 
自然を残すため必要な地域として、久松山一帯を指定しています。 

②動植物保護地区 
野生動植物を保護するため必要な地区を指定しています。 
 
■動植物保護地区 

名 称 選定の理由 

カジカ（カエル） 野坂川上流(河内～安蔵) 

シャクナゲ 安蔵一帯 

ヒメハルゼミ 
大和佐美命神社(上砂見)、高路神社、河内神社、 
小原神社の各社叢 

③自然公園法等による指定 
山陰海岸国立公園、氷ノ山後山那岐山国定公園、西因幡県立自然公園 

 
（ｲ） 鳥取県自然環境保全条例による指定 

県内におけるすぐれた自然環境を保全するため、県自然環境保全地域として本市においては

次のものが指定されています。 
 
■県自然環境保全地域 

地域名 指定理由 

菅 野 扇ノ山火山溶岩台池上にある高層湿原で、オオミズゴケ等の湿原植物が
群生する貴重な植物の自生地。 

香 取 スダジイ、タプノキ、ヤブツバキやウラジロガシなどの巨樹が立ち並び、
優れた天然林の様相を示す。 

松 上 スダジイ群落や樹齢の高い高木が立ち並び、原生的で極相的な林相を示
す森林。 

佐 治 
河川争奪により河岸段丘や急崖地形が発達し、各所に穿入蛇行地形や V 
字谷が見られる。緑色千枚岩の風化や浸食によって形成された佐治石が
分布。 

洗 足 山 常緑広葉樹林帯から落葉広葉樹林帯への移行帯に位置し、尾根部の岩石
地にはヒノキ、ヒメコマツが、谷部に近い岩石地にはシャクナゲが自生。 

北村権現 
落葉広葉樹のイヌシデ等や、常緑広葉樹のヤブツバキ、ウラジロガシの高
木が林立する優れた天然林。特に県内でも比較的稀なアサダを優占種と
する特異な群落。 

気 高 殿 タブノキを中心とする胸高100cm以上の大径木の照葉樹林。湧水池一帯に
バイカモなどの水草が自生。 

鹿野河内 スダジイ、ウラジロガシ、タブノキ等の巨樹が優占する極相林。県内では
比較的な希少なカゴノキ等も混在し、優れた自然環境を形成。 
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(2)現況の緑の分析・評価 
都市において緑地が果たしている機能は、「環境保全」、「レクリエーション」、「防災」、「景観形成」

の４つに大別されます。前回計画の４つの基本方針を基に、緑の機能を踏まえ、マトリスクに整理する

と次のようになります。 
 
■基本方針と緑の機能マトリクス 

基本方針 

 

 

 

 

 

 

緑の機能 

みんなで守る 

豊かな緑 

 

 

 

 

 

 

みんなで創る 

緑の拠点 

 

 

みんなでつなぐ 

水と緑 

 

 

みんなで広げる 

緑の輪 

 

 

環境保全 

機能 

里山や自然環境を

保全し、生態系や緑

の質を守る 

緑地や公園の生態

系保全と環境改善

に努め、良好な緑地

を創る 

河川や水辺の緑を

連結し、生態系ネ

ットワークをつな

ぐ 

市民参加で環境保

全活動の輪を広げ

る 

レクリエーシ

ョン機能 

豊かな緑で自然体

験や学習の場を守

る 

市民が交流できる

公園・緑の拠点を創

る 

水辺や緑を活かし

た散策路や癒しの

空間をつなぐ 

多様な人が参加す

る緑のレクリエー

ション活動を広げ

る 

景観形成 

機能 

豊かな自然景観を

保全し、地域の特色

を守る 

景観に配慮した公

園・緑地を計画的に

創る 

水と緑の景観の連

続性を確保し、町

の美観をつなぐ 

市民や事業者と協

働し、緑の景観づ

くりの輪を広げる 

防災機能 

緑による土砂災害

防止や自然の防災

機能を確保して守

る 

災害に強い緑地や

オープンスペース

を計画的に創る 

緑のネットワーク

を活用して災害時

の安全を確保する 

町全体に防災機能

を持つ緑の輪を広

げ、防災意識を高

める 
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そこで、これら４つの機能別に、下表に示す視点に基づいて現況緑地を評価します。本市の緑に関す

る特徴と評価を次頁に示します。 
 
■緑の機能と評価の視点 

緑の機能 対象とする緑 評価の視点 

環境保全 

・都市の骨格となる緑地および身

近に存在する小規模な緑とオー

プンスペース 

 

・野生生物の生息地あるいはヒー

トアイランド現象などの環境負

荷を軽減する緑地 

①都市の骨格を形成する緑 

②自然環境に恵まれた緑 

③農林業地を形成する緑 

④快適な生活環境を支援する緑 

⑤都市環境を維持・改善する緑 

⑥歴史的風土を継承する緑 

⑦多様な生物が生息する緑 

レクリエー

ション 

・日常や週末のレクリエーション

活動に利用される緑地 

 

・ウェルビーイング（※）を高める緑

地 

①幸福を実感できる緑 

②自然とのふれあいの場となる緑 

③広域的なレクリエーションの場となる緑 

④身近なレクリエーションの場となる緑 

⑤ネットワークを形成する緑 

防  災 

・災害の防止に役立つ緑地 

 

・災害時における避難路、避難場所

となる緑地 

 

・都市公害の緩和に対処し得る緑

地 

①自然災害の軽減に寄与する緑 

②市街地内の火災被害の軽減に寄与する緑 

③避難路、避難場所として機能する緑 

景観形成 

・郷土景観を構成する緑地 

 

・市街地内のランドマーク、シンボ

ルとなるような緑地 

①郷土の景観を形成する緑 

②地区の景観を支える緑 

③眺望点となる緑 

④ランドマークとなる緑 

⑤都市景観の向上に寄与する緑 

※ウェルビーイング：Well-being とは、身体的・精神的・社会的に完全に良好な状態のこと。 

 

資料「緑の基本計画ハンドブック 令和３年改訂版」（日本公園緑地協会） 
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ア  環境保全の視点による分析・評価 
①都市の骨格を形成する緑 

本市は、北側を日本海に面し、南側には中国山地の山々が連なっています。市域中央を流れ

る千代川とその支流である佐治川、八東川、野坂川、袋川などの河川は、周辺の山地や丘陵地

の緑地と海岸部の松林や砂丘景観を結ぶ「水と緑の軸」を形成しています。 
②自然環境に恵まれた緑 

本市は自然環境に恵まれており、鳥取砂丘や白兎海岸などの海岸景観が代表的です。市内に

は、久松山や久松公園の緑地、重箱緑地、国指定文化財の松上神社のサカキ樹林をはじめとす

る社寺境内の森など、多様な自然が点在し、本市の魅力を高めています。また、北側には自然

公園が数多くあります。 
③農林業地を形成する緑 

本市の川沿いや、丘陵地には、水田や畑地、果樹園のほか、人々の暮らしを支えてきた里山

の雑木林が広がり、農林業と結びついた緑豊かな景観をつくっています。しかし近年は、農業

の担い手不足や耕作放棄地の増加、宅地化の進行により、これらの農地や里山林は縮小傾向に

あります。 
④快適な生活環境を支援する緑 

市街地周辺に整備された久松公園や樗谿公園をはじめとする都市公園、公共施設の緑地、社

寺境内地の樹林は、市民に身近な緑を提供し、憩いと潤いのある快適な生活環境の形成に寄与

しています。 
⑤都市環境を維持・改善する緑 

市街地周辺にある里山や農地、日本海に面した砂丘や海岸からの涼しい風は、市街地を流れ

る野坂川や大路川、その他周辺の川や、幹線道路を通って市街地に流れ込みます。これにより、

夏の暑さをやわらげ、ヒートアイランド現象を抑えるなど、都市環境の維持と改善に役立って

います。 
⑥歴史的風土を継承する緑 

鳥取城跡や因幡国庁跡をはじめとする史跡、社寺境内地の樹林や文化財と調和する緑は、地

域の歴史や文化を受け継ぎ、本市の歴史的風土を今に伝えています。 
⑦多様な生物が生息する緑 

中国山地に連なる山や市街地周辺の里山林、社寺境内地の樹林、湖山川や八東川などの河川、

賀露海岸や浜村砂丘をはじめとする海岸部の水辺は、連続した自然環境を形成しており、多様

な動植物の生息・生育、そして移動を支える貴重な生態系となっています。 
 

 
対象となる緑地  
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①都市の骨格を形成する緑 ⚫  ⚫ ⚫ ⚫      

②自然環境に恵まれた緑 ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

③農林業地を形成する緑  ⚫   ⚫      

④快適な生活環境を支援する緑    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 

⑤都市環境を維持・改善する緑  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      

⑥歴史的風土を継承する緑    ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ 

⑦多様な生物が生息する緑 ⚫ ⚫ ⚫  ⚫    ⚫ ⚫ 
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イ  レクリエーションの視点による分析・評価 
①幸福を実感できる緑 

本市は、市民が「幸福を実感できる緑」として、公園や緑地、田園、山など多様な自然に囲ま

れ、四季の変化や自然の美しさを身近に味わえる環境が特徴です。市民が緑や自然に触れられ

る場所の充実を望み、都市公園の満足度向上や公共施設・住宅地の緑化促進、身近な公園、小

中学校の芝生化などに取り組んでいます。それにより心の豊かさや癒し、コミュニティ交流の

機会を積極的に創出しています。 
②自然とのふれあいの場となる緑 

鳥取砂丘や白兎海岸などの自然公園、湖山池周辺、出合いの森の水辺や、とっとり 21 世紀の

森の森林公園等では、自然・野鳥観察やレクリエーションの場として市民に親しまれています。 
また、耕作されなくなった農地は、農地バンクに預けたり、市民農園等への活用が期待され

ています。 
③広域的なレクリエーションの場となる緑 

久松公園、ニュータウン中央公園、布勢総合運動公園、湖山池公園や千代川緑地ほか、鳥取

砂丘周辺の自然公園、菅野湿原、多鯰ヶ池、鹿野町温泉公園などは、レジャーやレクリエーシ

ョンの場として、市内外から多くの人が訪れています。しかし、近年一部の施設では利用環境

の老朽化や魅力の低下が見られるため、改善が求められています。 
④身近なレクリエーションの場となる緑 

市内の街区・近隣公園では、昭和 40 年代以降の土地区画整理事業区域内で複数の公園が整備

されました。しかし、一部地域では都市公園の整備が進まず、配置に偏りが見られます。市民

の福祉の向上や生活環境の充実のため、身近な公園の整備をさらに進める必要があります。ま

た、老朽化した公園施設については、計画的な更新・整備を進めていく必要があります。 
⑤ネットワークを形成する緑 

本市では「ウォーカブル（歩きやすさ・歩きたくなるまち）」のまちづくりを中心市街地で推

進しています。今後は公共空間のリデザインや賑わい創出、空き店舗の活用を進め、ウォーカ

ブルな都市環境の実現を目指します。 
袋川沿いでは「袋川サクラ管理計画」により、桜並木の保全と活性化を進め、四季折々の自

然を楽しめる散策路を整備し、市街地の回遊性と快適性を高めています。 
 

 
対象となる緑地 
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①幸福を実感できる緑 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
②自然とのふれあいの場となる緑 ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫  
③広域的なレクリエーションの場となる緑  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    
④身近なレクリエーションの場となる緑        ⚫  
⑤ネットワークを形成する緑         ⚫ 

  

https://www.env.go.jp/nature/important_wetland/wetland/w369.html
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ウ  防災の視点による分析・評価 
①自然災害の軽減に寄与する緑 

千代川や袋川では、改修工事により台風や大雨による水害の被害を抑えています。砂丘の飛

砂防備保安林は、飛砂防止だけでなく、自然の防風林としても機能し自然災害による被害を和

らげる役割を果たしています。さらに、中国山地の森林や市内の丘陵地に広がる水田や果樹園

は、雨水を一時的に貯め、災害を軽減する機能があります。一方で、都市開発による農地の宅

地化が進んでおり、地域の特性に応じた緑地を守ることが課題となっています。 
②市街地内の火災被害の軽減に寄与する緑 

河原町中央公園、気高町浜村砂丘公園、青谷上寺地遺跡公園をはじめとする公園や幹線道路、

さらに新袋川・湖山川・湯所川・摩尼川の川沿いの緑地は、市街地での火災被害を抑える役割

を果たす「延焼遮断帯」として機能しています。一方、鳥取城下町周辺のように古い街並みが

残る地域では、こうした空間が十分に確保されておらず、火災時には被害が広がるおそれがあ

ります。 
③避難路、避難場所として機能する緑 

市内の小・中学校のグラウンド、棒鼻公園、稲葉山などの都市公園は、緊急時の避難場所と

して、市民の安全を確保する重要なオープンスペースとなっています。しかし、樹木の大木化

や施設の老朽化が進行しており、適切な更新・管理が求められています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
対象となる緑地  
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①自然災害の軽減に寄与する緑 ⚫ ⚫ ⚫   

②市街地内の火災被害の軽減に寄与する緑   ⚫  ⚫ 

③避難路、避難場所として機能する緑   ⚫ ⚫  
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エ  景観形成の視点による分析・評価 
①郷土の景観を形成する緑 

久松山の山麓を利用した鳥取城跡や中国山地の山並み、市内丘陵地の水田や果樹園、日本海

に面する鳥取砂丘や白兎海岸は、変化に富んだ本市ならではの景観を形成しています。また、

鹿野温泉や福部砂丘周辺の緑地や自然景観が一体となり、観光都市としての魅力を高めていま

す。さらに、工業地においても緑化だけでなく色彩などにより周辺との調和を図るように努め

ています。 
②地区の景観を支える緑 

本市中心部の久松公園周辺や樗谿神社の樹林・社寺境内は、地域の生活や文化に根ざした緑

として人々に親しまれています。また、湖山池公園や樗谿公園の都市公園、緑化された幹線道

路（国道 9 号・若桜街道）、千代川や袋川沿いの散策空間が地区の緑の拠点となり、地域ならで

はの景観を形成しています。 
③眺望点となる緑 

本市は海、平野、山が織りなす変化に富んだ地形が特徴で、市街地や日本海を一望できる眺

望スポットが点在しています。本陣山や稲葉山、鳥取砂丘展望台などそれぞれ異なる魅力を持

つ眺望スポットで、海や山並みを背景に広がる市街地や砂丘の様々な景観を楽しむことができ

ます。 
④ランドマークとなる緑 

鳥取砂丘や久松山、久松公園、湖山池周辺は、本市の景観のランドマークとして、市民や観

光客に親しまれています。 
⑤都市景観の向上に寄与する緑 

市街地にあり、歴史と一体化した緑である久松公園や樗谿公園、景観軸となる緑となる街路

樹や植栽で緑化された幹線道路（国道 9 号、若桜街道）、水郷景観を形成する湖山池周辺は、

まちなかに潤いを与え、都市景観の向上に役立っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

対象となる緑地  
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①郷土の景観を形成する緑 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     

②地区の景観を支える緑 ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

③眺望点となる緑 ⚫     ⚫ ⚫  

④ランドマークとなる緑     ⚫ ⚫ ⚫  

⑤都市景観の向上に寄与する緑     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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４．前回計画の評価・検証 
(1)みんなで守る緑の目標 

緑地面積を 1.5 倍（対 H20 年度）にするほどの緑地の整備ができなかったため、未達成とな

りました。 

項目 
平成 20年度 

計画策定時 

平成 30年度 

中間年次 

令和 7年度 

目標 
評価 

市街地に 

おける緑地の

確保量 

目標値 

(当初) 

緑地面積 210ha 273ha 315ha 

✕ 

倍率 1.0倍 1.3倍 1.5倍 

目標値 

(再集計) 

緑地面積 381.9ha 496.5ha 572.9ha 

倍率 1.0倍 1.3倍 1.5倍 

実績値 
緑地面積 381.9ha 397.6ha 399.0ha 

倍率 1.0倍 1.04倍 1.04倍 

＊実績値は、都市計画基礎調査実施要領の変更により緑地の扱いが変更になったことから、再集計した値を採用 

 

(2)みんなで創る緑の目標 
ア  都市公園の整備水準 

当初設定した目標（20 ㎡/人）は未達成だが、現在の都市公園法施行令に定める（10 ㎡/人）

は満足しています。 

項目 
平成 20年度 

計画策定時 

平成 30年度 

中間年次 

令和 7年度 

目標 
評価 

都市公園の整備水準 
目標値 12㎡/人 16㎡/人 20㎡/人 

✕ 
実績値 12㎡/人 12.9㎡/人 13.6㎡/人 

 

イ  住んでいる地域の公園の満足度 
公園までの距離の満足度は過半数であるものの、大きさの満足度が低いため、未達成となり

ました。 

項目 
平成 20年度 

計画策定時 
平成 30年度 

中間年次 
令和 7年度 

目標 評価 

住んでいる地域の 

公園の満足度 
目標値 28% 35% 40% 

✕ 
実績値 28% 36% 34% 

＊実績値は市民アンケートより、公園の満足度について、公園までの距離と大きさで「満足」を選んだ総数を回答数（無

回答を除く）で除して集計。247÷（766-43）＝34％ 

 

ウ  公園の芝生化 
公園愛護会の管理公園は増加したものの、担い手・維持管理の課題（地元への負担）があり、

芝生化には至らず、未達成となりました。 

項目 
平成 20年度 

計画策定時 

平成 30年度 

中間年次 

令和 7年度 

目標 
評価 

鳥取方式による 

身近な公園の 

芝生化割合 

目標値 
芝生化公園 5箇所 43箇所 77箇所 

✕ 

割合 2% 25% 44% 

実績値 

管理公園数 173箇所 206箇所 217箇所 

芝生化公園 5箇所 58箇所 65箇所 

割合 2% 28% 30% 

＊公園の芝生化割合＝芝生化された公園÷公園愛護会管理の公園数（箇所）× 
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エ  公共公益施設の緑化率 
新たな施設整備にあたっては、施設単体で緑化率 20％以上確保するよう努めてきましたが、

施設整備の数も限られていたことから、実績値は横ばいとなり、未達成となりました。 

項目 
平成 20年度 

計画策定時 

平成 30年度 

中間年次 

令和 7年度 

目標 
評価 

公共公益施

設の緑化率 

目標値 

(当初) 

敷地面積 263ha 263ha 263ha 

✕ 

緑地面積 38ha 45ha 53ha 

緑化率 14% 17% 20% 

目標値 

(再集計) 

敷地面積 249ha 249ha 249ha 

緑地面積 60ha 71ha 83ha 

緑化率 24% 28% 33% 

実績値 

敷地面積 249.3ha 249.3ha 253.5ha 

緑地面積 59.7ha 63.1ha 67.9ha 

緑化率 24% 25% 27% 

緑化率按分 14% 15% 16% 

＊実績値は、都市計画基礎調査実施要領の変更により再集計し、当時の比率に合わせて按分 

＊公共公益施設の緑化率＝公共公益施設の緑化面積÷敷地面積×100（％） 

 

(3)みんなでつなぐ緑の目標 
維持管理の問題（落ち葉、根上がりの処理）、地域住人からの要望、バリアフリーへの対応な

どにより緑化推進は難しい状況となっており、未達成となりました。 

項目 
平成 20年度 

計画策定時 

平成 30年度 

中間年次 

令和 7年度 

目標 
評価 

市街地の 3.5ｍ

以上の歩道を 

もつ街路の 

緑化率 

目標値 

街路延長 36.0ｋｍ 48.2ｋｍ 48.2ｋｍ 

✕ 

緑化延長 26.2ｋｍ 38.6ｋｍ 38.7ｋｍ 

緑化率 73% 90% 100% 

実績値 

街路延長 36ｋｍ 48.2ｋｍ 48.2ｋｍ 

緑化延長 26.2ｋｍ 38.6ｋｍ 38.7ｋｍ 

緑化率 73% 80.1% 80.3% 

＊街路の緑化率＝全幅員16ｍ以上かつ3.5ｍ以上の歩道のある街路のうち、緑化延長÷整備済み延長×100 

 

(4)みんなで広げる緑の目標 
該当するものがなく、現在も事業化されていないため、未達成となりました。 

項目 
平成 20年度 

計画策定時 

平成 30年度 

中間年次 

令和 7年度 

目標 
評価 

地域（ふるさと）の木（花）

の選定と普及・育成の取組み

実施地区の割合 

目標値 10% 100% 100% 
✕ 

実績値 0% 0% 0% 

 

 

(1)～(4)のまとめ 
 

 

 

 

 

 

  

・ 「つくる」ことから「維持管理」が重視され（社会情勢の変化）未達成となりました。 

・ 目標値設定の参考とされた指標が「緑の大綱（H6.7 月）」（21 世紀初頭目標水準）に

基づくもののため、現在の社会情勢と乖離していると考えられます。 

・ 今後の緑のあり方（見直しの視点）を踏まえた目標設定が必要となります。 
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(5)緑地現況・緑化状況 
●市街地における緑地量（現況） 

区  分 

面積（ha） 

H20 
H20 

修正 

H29 

修正 
R7 

市街化 

区域内 

公園、緑地等 71.76 93.07 97.60 97.47 

社寺境内地、墓地その他これらに類するもの 4.43 19.61 23.30 23.31 

学校、企業厚生施設その他これらに類する施設 14.00 149.02 155.94  157.38  

小計 90.19 261.70 276.84 278.16 

市街化区域 

隣接地 

＊1 

湖山池公園 44.14 44.14 44.73 44.73 

県立布勢総合運動公園 52.40 52.40 52.40 52.40 

千代川緑地 11.70 11.70 11.70 11.70 

樗谿公園 4.60 4.60 4.60 4.60 

久松公園 7.37 7.37 7.37 7.37 

小計 120.21 120.21 120.80 120.80 

市街地内緑地 合計 210.40 381.91 397.64 398.96 

        倍率 1.00 1.00 1.04 1.04 

＊１．市街化調整区域における主な都市公園の供用面積（鳥取市公園等一覧表よる集計値） 

＊２．市街地における緑地の確保量＝（市街化区域内緑地＋市街地に隣接する緑地）÷（市街化区域面積＋

市街地に隣接する緑地）×100 

＊３．都市計画基礎調査実施要領の改訂により、土地利用利用区分が異なることから再集計による補正を行

っている。 

 

資料：令和 7 年データは令和 5年度鳥取県都市計画基礎調査（東部地区）土地利用現況図より GISに

よる求積値、平成 29年データは平成 25年度鳥取県都市計画基礎調査（東部地区）土地利用現

況図より GIS による求積値、平成 20年データは 14年度鳥取市都市計画基礎調査 土地利用現

況図より GIS による求積値 
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●都市公園現況（令和 6 年度末現在） 

種 

類 

種 

別 
内    容 

鳥 取 市 現 況 

公園数 

（箇所） 

供用面積 

（ ha ） 

一人当たり 

現況面積 

（ ㎡ ） 

備  考 

住
区
基
幹
公
園 

街区 

公園 

主として街区内に居住する者の利用に

供することを目的とする公園で１箇所

当たり面積 0.25ha を標準として配置

する。 

123 26.78 1.66 真教寺公園ほか 

近隣 

公園 

主として近隣に居住する者の利用に供

することを目的とする公園で１箇所当

たり面積２haを標準として配置する。 

5 6.18 0.38 

湖山公園 

賀露上小路公園 

鹿野町温泉公園 

鹿野町越路ケ丘公園 

地区 

公園 

主として徒歩圏内に居住する者の利用

に供することを目的とする公園で１箇

所当たり面積４ha を標準として配置

する。 

4 33.54 2.08 

美保公園 

ニュータウン中央公園 

河原町中央公園 

気高町浜村砂丘公園 

特定 

地区 

公園 

都市計画区域外の一定の町村における

特定地区公園（カントリ－パ－ク）は、

面積４ha以上を標準とする。 

－ － － － 

都
市
基
幹
公
園 

総合 

公園 

都市住民全般の主として運動の用に供

することを目的とする公園で都市規模

に応じ１箇所当たり面積 15～75ha を

標準として配置する。 

1 44.73 2.77 湖山池公園 

運動 

公園 

都市住民全般の主として運動の用に供

することを目的とする公園で、都市規

模に応じ 1 箇所当たり面積 15～75ha

を標準として配置する。 

－ － － － 

大
規
模
公
園 

広域 

公園 

主として一の市町村の区域を超える広

域のレクリエ－ション需要を充足する

ことを目的とする公園で、地方生活圏

等広域的なブロック単位ごとに１箇所

当たり面積 50ha 以上を標準として配

置する。 

1 52.4 3.24 県立布勢総合運動公園 

レクリエ

ーション

都市 

大都市その他の都市圏域から発生する

多様かつ選択性に富んだ広域レクリエ

－ション需要を充足することを目的と

し、総合的な都市計画に基づき、自然

環境の良好な地域を主体に、大規模な

公園を核として各種のレクリエ－ショ

ン施設が配置される一団の地域であ

り、大都市圏その他の都市圏域から容

易に到達可能な場所に、全体規模

1000haを標準として配置する。 

－ － － － 

国営公園 

一の都府県の区域を超えるような広域

的な利用に供することを目的として、

国が配置する大規模な公園にあって

は、1 箇所当たり面積おおむね 300ha

以上として配置する。 － － － － 

国家的な記念事業等として配置するも

のにあっては、その設置目的にふさわ

しい内容を有するように配置する。 
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種 

類 

種 

別 
内    容 

鳥 取 市 現 況 

公園数 

（箇所） 

供用面積 

（ ha ） 

一人当たり 

現況面積 

（ ㎡ ） 

備  考 

緩
衝
緑
地
等 

特殊 

公園 

風致公園、動植物公園、歴史公園、墓

園等特殊な公園で、その目的に則し配

置する。 

1 4.6 

3.46 

樗谿公園；風致公園 

2 11.55 
久松公園、青谷上寺地

遺跡公園；歴史公園 

1 6 円護寺公園墓地；墓園 

緩衝 

緑地 

大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害

防止、緩和若しくはコンビナ－ト地帯

等の災害の防止を図ることを目的とす

る緑地で、公害、災害発生源地域と住

居地域、商業地域等とを分離遮断する

ことが必要な位置について公害、災害

の状況に応じ配置する。 

－ － － 

都市 

緑地 

主として都市の自然的環境の保全並び

に改善、都市の景観の向上を図るため

に設けられている緑地であり、１箇所

あたり面積 0.1ha 以上を標準として配

置する。 

9 33.74 

千代川緑地、袋川緑

地、 

但し、既成市街地等において良好な樹

林地等がある場合あるいは植樹により

都市に緑を増加又は回復させ都市環境

の改善を図るために緑地を設ける場合

にあってはその規模を 0.05ha 以上と

する。(都市計画決定を行わずに借地に

より整備し都市公園として配置するも

のを含む) 

吉方中央緑地、久松緑

地、行徳緑地、新品治

緑地、重箱緑地、千代

川倉田緑地 

緑道 

災害時における避難路の確保、都市生

活の安全性及び快適性の確保等を図る

ことを目的として、近隣住区又は近隣

住区相互を連絡するように設けられる

植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主

体とする緑地で幅員 10～20ｍを標準

として、公園、学校、ショッピングセ

ンタ－、駅前広場等を相互に結ぶよう

配置する。 

－ － － 

合  計  147 219.52 13.59 
都市計画区域内人口 

161,494人 R7.3.31時点 

資料：数値は鳥取市都市企画課資料、種別は国道交通省「都市公園の種類」 
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●街路の緑化状況 

区分 

平成 20 年 平成 29 年 令和 7 年 

街路延長 

（km） 

緑化延長 

（km） 

緑化率 

（%） 

街路延長 

（km） 

緑化延長 

（km） 

緑化率 

（%） 

街路延長 

（km） 

緑化延長 

（km） 

緑化率 

（%） 

16m 以上 

幹線道路 
36.0 26.2 72.8 48.2 38.6 80.1 48.2 38.7 80.3 

国道 6.4 5.4 84.4 6.4 5.4 84.4 6.4 5.4 84.4 

県道 19.3 15.5 80.3 23.1 18.4 79.7 23.1 18.4 79.7 

市道 10.3 5.3 51.5 18.7 14.8 79.1 18.7 14.9 79.7 

＊１．自動車専用道路、緑化が困難な橋梁部等を除く 

＊２．幅員 16ｍ以上かつ歩道幅員 3.5ｍ以上を対象 

 

 

■市街化区域内の街路緑化状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：とっとり市地図情報サービスより、都市計画道路、航空写真（R7.9閲覧）を用いて GIS より計測 
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●主な公共公益施設の緑化状況（鳥取市全域） 

区域 施設名称 

令和 7年調査 平成 29年調査 平成 20年調査 

備考 
敷地 

面積 

(ha) 

緑化 

面積 

(ha) 

緑化 

率 

(％) 

敷地 

面積 

(ha) 

緑化 

面積 

(ha) 

緑化 

率 

(％) 

敷地 

面積 

(ha) 

緑化 

面積 

(ha) 

緑化率 

(％) 

市街化 

区域 

鳥取県庁 4.05 0.79 19.4 4.05 0.67 16.5 4.05 0.67 16.5  

鳥取市役所 1.91 0.09 4.8 1.00 0.08 8.0 1.22 0.08 6.6 解体・移転 

鳥取市市民会館 0.36 0.00 0.8 0.36 0.00 0.0 0.36 0.00 0.0  

鳥取県立県民文化会館 3.28 0.12 3.8 3.28 0.14 4.3 3.28 0.14 4.3  

鳥取市立武道館 0.41 0.17 41.6 0.49 0.03 6.1 0.49 0.05 10.2 西高整備 

鳥取市民体育館 1.60 0.36 22.4 1.33 0.07 5.3 1.33 0.07 5.3 
増改築・駐

車場拡張 

鳥取市福祉文化会館 0.18 0.00 2.6 0.18 0.00 0.0 0.18 0.00 0.0  

鳥取県立博物館 1.25 0.45 35.9 1.25 0.45 36.0 1.25 0.43 34.4  

鳥取市文化センター 0.80 0.23 28.5 0.80 0.23 28.8 0.8 0.23 28.8  

国際交流プラザ 0.68 0.11 16.8 0.68 0.11 16.2 0.68 0.11 16.2  

高齢者福祉施設 

（なごみ苑） 
1.24 0.18 14.5 1.24 0.18 14.5 1.24 0.18 14.5 

 

鳥取市総合福祉ｾﾝﾀｰ 

（さざんか会館） 
1.12 0.04 3.6 1.12 0.07 6.3 1.12 0.07 6.3 

 

鳥取市立病院 5.91 0.93 15.7 5.91 0.93 15.7 5.91 0.93 15.7  

鳥取市赤十字病院 1.99 0.19 9.5 1.99 0.08 4.0 1.99 0.08 4.0  

鳥取県立中央病院 6.38 0.39 6.1 5.57 0.56 10.1 5.6 0.78 14.0 増改築 

国府町総合支所 0.39 0.01 3.7 0.12 0.01 8.3 0.12 0.00 0.0 解体・移転 

大学 58.76 25.55 43.5 58.75 25.17 42.8 58.75 25.17 42.8  

高校 39.15 10.15 25.9 38.88 8.30 21.3 37.31 9.10 24.4  

中学校 15.21 2.21 14.5 15.20 2.09 13.8 15.20 1.81 11.9  

小学校 38.12 9.29 24.4 37.98 8.43 22.2 37.98 5.53 14.6  

小計 182.78 51.26 28.0 180.18 47.60 26.4 180.18 45.43 25.2  

市街化 

調整区域  

大学 - - - - - - - - -  

高校 1.21 0.59 48.9 - - - - - -  

中学校 10.63 1.62 15.2 8.37 1.53 18.3 8.37 1.11 13.3 
義務教育学

校も含む 

小学校 7.75 1.91 24.6 9.64 1.41 14.6 9.64 1.41 14.6  

小計 19.60 4.12 21.0 18.01 2.94 16.3 18.01 2.52 14.0  

非線引き 

白地 

  

福部町総合支所 0.68 0.06 9.2 0.68 0.12 17.6 0.68 0.12 17.6  

河原町総合支所 0.67 0.07 10.0 0.67 0.09 13.4 0.67 0.09 13.4  

気高町総合支所 0.47 0.01 2.4 0.47 0.03 6.4 0.47 0.03 6.4  

鹿野町総合支所 0.77 0.13 17.3 0.77 0.13 16.9 0.77 0.13 16.9  

青谷町総合支所 1.99 0.29 14.7 1.99 0.29 14.6 1.99 0.29 14.6  

大学 - - - - - - - - -  

高校 3.45 0.62 18.0 3.45 0.62 18.0 3.45 0.45 13.0  

中学校 19.07 4.91 25.7 15.86 4.14 26.1 15.86 4.49 28.3 
義務教育学

校も含む 

小学校 6.94 1.84 26.5 10.16 2.66 26.2 10.16 2.27 22.3  

小計 34.04 7.93 23.3 34.05 8.08 23.7 34.05 7.87 23.1  

都市計画 

区域外 

用瀬町総合支所 0.68 0.15 22.1 0.68 0.15 22.1 0.68 0.15 22.1  

佐治町総合支所 0.37 0.15 39.2 0.37 0.15 40.5 0.37 0.15 40.5  

大学 - - - - - - - - -  

高校 - - - - - - - - -  

中学校 2.42 0.60 24.8 2.42 0.60 24.8 4.01 0.45 11.2  

小学校 13.61 3.64 26.7 13.61 3.57 26.2 13.61 3.16 23.2  

小計 17.09 4.53 26.5 17.08 4.47 26.2 17.08 3.91 22.9  

合計 253.50 67.85 26.8 249.32 63.09 25.3 249.32 59.73 24.0  

資料：とっとり市地図情報サービスより、航空写真（R7.9閲覧）を用いて GISより計測  



参考資料 

 

参考資料-55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



参考資料 

 

参考資料-56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



参考資料 

 

参考資料-57 

５．緑に関する法制度等 
(1)都市緑地法とは 

1973年（昭和48年）に「都市における緑地の保全と緑化の推進に関して必要な事項を定め、良好

な都市環境の形成を図ること」を目的として「都市緑地保全法」として制定されました。 

2004 年（平成 16年）には、都市公園の整備や緑地の保全・緑化推進について総合的に扱う制度に

改められ、「都市緑地法」に名称が変更され、「緑の基本計画」や「緑化地域制度」「緑地保全地域制

度」の創設など、大幅な見直しが行われました。 

このとき、①景観法、②景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、③都市緑地保全法等

の一部を改正する法律（景観緑三法）が改正されました。 

2024 年（令和 6 年）5 月の改正では、気候変動対策や生物多様性の確保、幸福度（Well-being）の

向上等の課題解決に向けて、都市において緑地の質・量両面での確保等を推し進めることを目的と

して、関係法令が一括で改正されました。 

 
都市緑地法等の一部を改正する法律 

【改正内容】（公布 令和 6 年 5月 12 日、施行 11 月） 

１．国主導による戦略的な都市緑地の確保 

（１）国が都市緑地に関する基本方針を策定【都市緑地法】 

⇒全国的な目標や官民の取組の方向性を提示 市街地の緑被率 3 割以上を目指す 

（２）都道府県が都市緑地に関する広域計画を策定【都市緑地法】 

⇒広域的な観点からの緑地保全を推進 

（３）都市計画における緑地の位置付けの向上【都市計画法】 

⇒都市計画を定める際の基準に「自然的環境の整備・保全の重要性」を位置付け 

２．貴重な都市緑地の積極的な保全・更新 

（１）緑地の機能の維持増進を図るために行う再生・整備を法的に位置付け【都市緑地法】 

⇒「機能維持増進事業」の推進により、緑地の効用を発揮 

（２）緑地の買入れや整備を代行する国指定法人制度の創設 

【都市緑地法・古都保存法・都開資金法】 

⇒財政面・技術面から地方公共団体を支援 

特別緑地保全地区の例（京都市） 

３．緑と調和した都市環境整備への民間投資の呼び込み 

（１）民間事業者等による緑地確保の取組に係る認定制度の創設【都市緑地法・都開資金法】 

⇒良質な緑地確保の取組の価値を「見える化」 

（２）都市の脱炭素化に資する都市開発事業に係る認定制度の創設【都市再生特別措置法】 

⇒認定を受けた事業について民間都市開発推進機構が金融支援 

 

 

 

優良緑地確保計画認定制度（愛称：TSUNAG）  
 

都市再開発における緑地空間 
の創出例（千代田区大手町） 
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(2)主な法改正 
緑の基本計画に関連する主な法改正等を以下に示します。 
これらの改正や政策は、市町村の緑の基本計画の内容に大きく影響しており、地域の緑づくりを

支える基盤となっています。 
 
年代 名称 主な内容・ポイント 

1956 

昭和 31 
都市公園法 

都市公園の健全な発展と公共の福祉の増進を目的に

設置・管理基準等を設定 

1971 

昭和 46 
都市緑化促進法 緑化推進に関する基礎法 

1973 

昭和 48 
都市緑地保全法 

都市の緑地保全と緑化推進を目的として、緑地保全

地域や緑化地域、緑地協定を設定 

1994 

平成 6 
緑の政策大綱 

「市町村緑の基本計画」制度の創設、市民一人当た

り公園面積 20 ㎡目標など全国目標設定 

1995 

平成 7 
生物多様性国家戦略（初版） 多様な生物保全、都市緑地や里地里山の保全重視 

1998 

平成 10 
地球温暖化対策推進法 

温室効果ガス削減や適応策の推進。市町村の実行計

画につながる 

2001 

平成 13 
都市緑地保全法改正 管理協定、緑化施設整備計画認定 

2004 

平成 16 

ヒートアイランド対策大綱（策定） 
都市の気温上昇・熱中症対策のため「緑地、水面」の

拡充を重視 

都市緑地法等の一部改正 ：景観緑三法 

（景観法、都市緑地保全法、都市計画

法・建築基準法・屋外広告物法等） 

都市緑地保全法から都市緑地法へ改正 

緑の基本計画のおける都市公園明確化 

緑地保全地域、地区計画緑地保全条例等 

2008 

平成 20 
生物多様性基本法 

生物多様性の保全と持続可能な利用を総合的・計画

的に推進 

2013 

平成 25 
ヒートアイランド対策大綱（見直し） 適応策の強化、健康影響対策・緑地政策の連携推進 

2015 

平成 27 
SDGs（国際合意／国内推進） 

全世界で持続可能社会実現へ。都市緑地政策の柱と

して推進 

2017 

平成 29 
都市緑地法等の一部改正 

市民協働、管理協定、都市農地を活かした保全制度

強化、緑地の定義に農地追加（都市農業推進法にも

関連） 

2018 

平成 30～ 
SDGsアクションプラン（毎年改定） 持続可能な都市政策・緑地政策に実践指針 

2021 

令和 3 
地球温暖化対策推進法 改正 ネットゼロ・適応策強化、新たな時代の温暖化対策 

2023 

令和 5 

生物多様性国家戦略 2023-2030 
最新国家戦略。都市緑地・地域の保全や地域連携を

より重視 

GX推進法 

（脱炭素成長型経済構造への円滑な

移行の推進に関する法律） 

脱炭素社会構築・投資・産業・地域社会の連携を加速 

グリーンインフラ推進戦略 2023 

（国交省） 

国の関連政策・法令を連携した社会実装推進、都市

緑地・公園政策の基盤 

2024 

令和 6 
都市緑地法等の一部改正 

緑地保全や都市農地、協定などの保全推進、持続可

能で質の高い都市緑地政策 
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■緑地の分類図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：緑の基本計画ハンドブック 令和３年度改訂版／一般社団法人 日本公園緑地協会 
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６．鳥取市緑の基本計画策定体制 
(1)計画策定経過 
 

時期 内容 

令和 7 年 9月 1 日 

鳥取市緑の基本計画検討委員会の設置 

学識経験者、各種関係団体、市民を対象とした公募委員及び関係

行政機関等で構成 

令和 7 年 10月 7 日 
第 1 回鳥取市緑の基本計画検討委員会  

前回計画の検証・評価、改定の方向性について説明 

令和 7 年 10月 24日 

〜令和 7年 11月 3 日 

市民アンケート 

市民 1,000 人を対象に、緑に対する意識や現行計画の満足度等の

現状把握のため市民アンケートを実施 

令和 7 年 11月 19日 
第 2 回鳥取市緑の基本計画検討委員会 

骨子案・市民アンケート実施結果について説明 

令和 7 年 12月上旬 
鳥取市議会 

骨子案について報告 

令和 7 年 12月 15日 

〜令和 8年 1月 5 日 

市民政策コメント 

改定案の公表 

令和 8 年 1月下旬（予定） 
第 3 回鳥取市緑の基本計画検討委員会 

最終案・市民政策コメント実施結果について説明 

令和 8 年 3月下旬（予定） 計画改定 
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(2)鳥取市緑の基本計画検討委員会 委員名簿 
 

（令和 7年 9月 1 日月委嘱時点） 

分 野 氏  名 所属団体名等 

植物 永松
ながまつ

 大
だい

 
国立大学法人 鳥取大学 農学部 

生命環境農学科 教授 

環境 加藤
か と う

 禎
さだ

久
ひさ

 
公立大学法人 公立鳥取環境大学 環境学部 

環境学科 准教授 

景観 細江
ほ そ え

 美
み

欧
お

 鳥取市景観形成審議会 副会長 

農業 砂川
すながわ

 重雄
し げ お

 鳥取市農業委員会 委員 

建築 花本
はなもと

 浩児
こ う じ

 
一般社団法人 鳥取県建築士会 

東部支部副支部長 

造園 大塚
おおつか

 清隆
きよたか

 
一般社団法人 鳥取県造園建設業協会 

東部支部長 

地方自治 土橋
ど ば し

 周
ちか

美
よし

 鳥取市自治連合会 会長 

市民 有田
あ り た

 裕
ゆたか

 公募市民 

 

 

分 野 氏  名 所属団体名等 

行政 森山
もりやま

 倫男
み ち お

 
鳥取県生活環境部 くらしの安心局 

まちづくり課長 

〃 中尾
な か お

 和直
かずなお

 
鳥取県生活環境部 自然共生社会局 

自然共生課長 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

鳥取市緑の基本計画 
 

令和 7年（2025年）12月 
 

発 行／鳥取市 都市整備部 都市企画課 
〒680-8571 
鳥取県鳥取市幸町 71 番地 
電話：0857-30-8322 
FAX：0857-20-3953 
https://www.city.tottori.lg.jp 
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